
審議会等
市民

説明会
地域

ﾋｱﾘﾝｸﾞ
ＷＳ

市民
討議会

実施回数 実施回数 実施回数 実施回数 実施時期

〇

1回

〇

1回

〇

1回

〇 〇

5回 9団体

〇

1回

〇

３回

〇

3回

■令和5年度 市民参画手続実施予定の一覧表 【市民参画条例第７条】
(1) 総合振興計画などの市の基本的な政策を定める計画やそれぞれの行政分野における施策の基本的な事項
を定める計画の策定
(2) 市の基本的な方向性などを定める憲章、宣言などの策定
(3) 市政に関する基本方針を定めることを内容とする条例の制定、改正や廃止
(4) 市民に義務を課したり、権利を制限したりすることを内容とする条例の制定、改正や廃止
(5) 市民生活に重大な影響を与える制度の導入、改正や廃止
(6) 広く市民に利用される建物などの建設についての基本的な計画の策定や変更
(7) 前各号に掲げるもののほか、特に市民参画手続を実施することが必要と認められるもの

通番 件名 担当課 概要

市民参画手続
条例
対象
号

② 第５次よしかわ行財政改革大綱 政策室
第５次よしかわ行財政改革大綱・第２期の進捗管理
を行う。

(7)

⑤ 障がい者理解促進事業 障がい福祉課

地方公共団体の区域において関係機関が行う障害
を理由とする差別に関する相談及び当該相談に係る
事例を踏まえた障害を理由とする差別を解消するた
めの取組を効果的かつ円滑に行う。

(7)

⑦ 若者支援事業 子育て支援課

根拠法 計画期間ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ
ｺﾒﾝﾄ

実施期間

① 吉川市まち・ひと・しごと創生総合戦
略

政策室
令和３年度に改定した「第２期吉川市まち・ひと・しご
と創生総合戦略」に掲げる目標及び各施策の進捗管
理を行う。

(7)
まち・ひと・しご
と創生法

R4-R8
(5年)

ー

④ 第5次吉川市障がい者計画 障がい福祉課

本計画は６年間を計画期間としており、現行の「第４
次吉川市障がい者計画」が令和５年度に目標年次
を迎えることから、近年の社会情勢の動向を踏まえ
ながら、本市の取組を点検するとともに、市民ニーズ
の再度把握し、新たな「第５次吉川市障がい者計
画」を策定する。

〇

R2-R６
(5年)

③ 公共交通対策事業 政策室

地域公共交通計画の作成及び実施に関し必要な協
議を行うとともに、市民の生活に必要な旅客輸送の
確保その他の旅客の利便の増進を図るために必要
な協議を行う。地域公共交通計画の策定について審
議する。

(1)

　地域公共交
通の活性化及
び再生に関す
る法律

ー

(1) 障害者基本法
R6-R11
(6年)

1回、1月
障害を理由と
する差別の解
消の推進に関
する法律

ー

⑥ 吉川市子ども・子育て支援事業計
画

子育て支援課

児童福祉法第8条第3項の規定に基づき、児童福祉
に関する事項を調査審議するため、また、子ども・子
育て支援法第77条第1項の規定に基づき、子ども・
子育て支援に関する事項を調査審議する。

(1)
児童福祉法、
子ども・子育て
支援法

R2-R６
(5年)

子ども・若者育成支援推進法を背景とした中で、義
務教育後の若者を取り巻く諸課題に対して、当事者
となる若者の現状を把握し、若者に対する支援に関
する市の今後の方向性を検討する。

(1) ー ー

資料2
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通番 件名 担当課 概要

市民参画手続
条例
対象
号

根拠法 計画期間ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ
ｺﾒﾝﾄ

実施期間

〇

５回

〇

４回

〇

４回

〇

1回

〇

2回

〇

1回

〇

2回

〇

1回

〇

1回

〇

1回

介護福祉総合
条例

R6-R8
(3年)

⑨ 吉川市歯科口腔保健推進計画の
推進に関する提言・助言

健康増進課

吉川市歯科口腔保健推進計画（H29～R5年度）の
推進に関する提言及び助言を行う。計画の見直しの
ための提言及び助言に関することを行う。国の健康
増進計画が１年延長されたため、当計画もR5年度ま
での計画となった。計画の進捗管理と次期計画の策
定について審議する。

〇
(1)

吉川市歯科口
腔保健の推進
に関する条例

⑧ 高齢者福祉計画・介護保険事業計
画

長寿支援課

(1)市の介護保険制度の円滑な運営のための提言
及び助言に関すること。
(2)介護保険事業計画（第８期：令和３年度～令和５
年度）を円滑に推進するため、各年度における利用
状況や達成状況の点検・分析・評価に関すること。
(3)介護保険事業計画の策定（第９期：令和６～令和
８年度）のための提言及び助言に関すること。
(4)市の高齢者福祉施策に関する提言及び助言に関
すること。
(5)介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条
の４６第１項に規定す　る地域包括支援センターの設
置、運営、評価等に関すること。
(6)介護保険法第４２条の２第５項、第７８条の２第７
項及び第７８条の４第６項に規定する地域密着型
サービスの運営に関する意見を述べること。

(１)

1回、12月

⑪ 吉川市男女共同参画基本計画 市民参加推進課 第4次男女共同参画基本計画の進捗管理を行う。

R6-R11
(6年)

1回、12月

⑩ 吉川市食育推進計画の推進に関
する提言及び助言

健康増進課

吉川市食育推進計画（H29～R5年度）の推進に関
する提言及び助言を行う。計画の見直しのための提
言及び助言に関することを行う。国の健康増進計画
が１年延長されたため、当計画もR５年度までとなっ
た。計画の進捗管理と次期計画の策定について審
議する。

〇
(1) 食育基本法

R6-R11
(6年)

(7)
男女共同参画
社会基本法

R4-R13
(10年)

⑫ 市民参画推進事業 市民参加推進課
市民参画に関する基本的な施策や重要事項の調査
審議し、市民参画の推進を図る。

(7)
吉川市市民参
画条例

ー

H30-R5
(6年)

⑭ 吉川市下水道事業経営戦略 河川下水道課
下水道事業の経営基本戦略の進捗管理、下水道事
業の予算・決算について審議する。

(7)
吉川市下水道
事業審議会条

例

R3-R12
(10年)

⑬ 国民健康保険の運営事業に関する
事項

国保年金課
運営協議会の開催
埼玉県国保協議会を通じた国・県への要望事項

(7)
国民健康保険

法

－

⑯ 青少年健全育成の充実
学校教育課
少年センター

吉川市いじめ問題対策委員会にて、「吉川市いじめ
の防止等のための基本的な方針」に基づき、いじめ
の早期発見、解消を図る。

(7)
いじめ防止対
策推進法

－

⑮ 青少年健全育成の充実
学校教育課
少年センター

吉川市いじめ問題対策連絡協議会にて、「吉川市い
じめの防止等のための基本的な方針」に基づき、いじ
めの早期発見、解消を図る。

(7)
いじめ防止対
策推進法

R4-R8
(5年)⑰ 吉川市地域福祉計画 地域福祉課 第４次吉川市地域福祉計画の進捗管理を行う。 (7) 社会福祉法
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通番 件名 担当課 概要

市民参画手続
条例
対象
号

根拠法 計画期間ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ
ｺﾒﾝﾄ

実施期間

〇

1回

〇

3回

〇

2回

〇

2回

〇

2回

〇

4回

〇

4回

〇

1回

〇

1回

〇

3回

〇

1回

⑱ 吉川市一般廃棄物処理基本計画 環境課
吉川市一般廃棄物処理基本計画の進捗管理を行
う。

(7)

吉川市廃棄物
の処理及び再
生利用に関す
る条例

R5-R14
(10年)

―

⑳ 社会教育推進事業 生涯学習課
図書館法に基づき設置され、吉川市図書館の運営
及び利用者満足度について協議を行う。

(7) 図書館法 ―

⑲ 社会教育推進事業 生涯学習課
社会教育に関して諸計画の企画立案・調査研究・指
導助言・諮問に関する答申を行い、社会教育を推進
する。

(7) 社会教育法

―

㉒ 吉川市文化芸術推進基本計画 生涯学習課
文化芸術推進基本計画その他文化芸術の推進に
関する重要事項の調査審議

(７)
文化芸術基本

法
R5-R8
(4年)

㉑ 市民交流センターおあしす等管理
事業

生涯学習課
おあしすの運営に関及び事業報告等について協議を
行う。

(7) ―

―

1回、2～3月

㉔ 吉川市自殺対策計画 地域福祉課
計画年度を令和６年度から令和１０年度とする吉川
市自殺対策計画の策定に対する提言及び助言を行
う。

〇
(1)

自殺対策基本
法

R6-R10
(5年)

1回、11～12月

㉓ 吉川市庁舎跡地福祉の拠点整備
基本構想

財政課
旧庁舎跡地における福祉の拠点整備について基本
構想を策定する。

〇
(1) ―

R4-R8
(5年)

㉖ 吉川市空家等対策計画 都市計画課
空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関す
る協議を行う。

(7)
空家等対策特
別措置法

―

㉕ 吉川市産業振興計画 商工課

産業振興を通し、事業者、勤労者、市民及び市の
「協働」によってまちづくりを推進することを基本理念
に定め、市内で働く人、市内に住む人の幸福実感を
追求することを目指して「吉川市産業振興計画」を策
定し、吉川市産業振興計画の進捗管理を行う。

(7)

吉川市におけ
る幸福実感向
上を目指した
まちづくりのた
めの産業振興
基本条例

R6-R10
(5年)

1回、12～1月

㉘ 第三期吉川市国民健康保険保健
事業実施計画

国保年金課

国民健康保険法に基づく保健事業の実施等に関す
る指針に沿って健康・医療情報を活用し、ＰＤＣＡサ
イクルに沿った効果的かつ効率的な保健事業の実
施を図るため、保険事業実施計画を策定する。（計
画期間：令和６年～令和１１年）

〇
(1)

国民健康保険
法

R6-R11
(6年)

1回、2～3月

㉗ 子どもの貧困対策推進事業 子育て支援課

子どもの貧困対策の推進に関する法律第４条の規定
に基づき、子どもの貧困対策に関し地域の状況に応
じた施策を策定し、及び推進するに当たり、子どもの
貧困対策推進計画案を策定する。

〇
(1)

子どもの貧困
対策の推進に
関する法律
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実施回数 実施回数 実施回数 実施回数 実施時期

通番 件名 担当課 概要

市民参画手続
条例
対象
号

根拠法 計画期間ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ
ｺﾒﾝﾄ

実施期間

〇

３回

〇

6回

〇

6回

76回 0回 9回 0回 0回

(４)
地方公営企業
法、水道法

―

(６)

吉川市水防セ
ンター等整備
検討委員会設
置規則

―

㉙ 吉川市健康増進計画案の策定に
関する提言・助言

健康増進課

第２次吉川市健康増進計画（Ｈ25年度～Ｈ34年度）
について、国の健康増進計画が１年延長されたた
め、当計画もR5年度までの計画となった。R6年度か
ら次期計画を施行するため、策定委員会で計画案を
検討する。

〇
(1) 健康増進法

R6-R17
(12年)

1回、12月

8回

㉛ 水防センター等整備事業 危機管理課

国土交通省江戸川河川事務所が整備を進めている
吉川市河川防災ステーションに建設を予定している
水防センターについて、市が建設規模、設置する諸
室等及び河川防災ステーションを含めた平時の利活
用について広く意見を募り、基本的方向性を検討す
る。

㉚ 料金徴収事業 水道課
水道事業の持続的運営を図るため、水道料金の改
定及び料金体系の見直しをする。


